
将来展望に関する検討会議答申の概要  

1．検討テーマ  

当面の問題に対し、将来あるべき姿とその実現に向けての検討を、以lごの3テーマについて   

行った。  

（1）有効ドナー登録者30万人到達後のドナープールのあり方  

（2）安定的な骨髄液仲介とコーディネート期間の短縮について  

（3）普及広報のあり方   

注）上記のうち、（1）の「ドナー登録者30万人到達後のドナープールのあり方」については、  

平成19年4月25日に中間答申を行った 

2．安定的な骨髄液仲介とコーディネート期間の短縮について   

1）コーディネーートの現状と課題   

（課 題）  

平成20年1ノ］15しけこドナー登録者は30万人に到達し、平成19年1年間で、骨髄移  

棉件数は999件となった。骨髄移柏の最近における増加傾向に応じ、コーディネート件  

数も大幅に増加している。そうした中、骨髄採取施設の受入れが追いつかないという問  

題が牛じ、調整医師の慢性的な逼迫が続いている。また、患者登録から骨髄移植までに  

要する期間が不安定に変動し、移植率も毎年改善しているものの、依然6割弱に留まっ  

ている。J更なるドナー登録数の拡大、ドナーの方々が骨髄提供意思を保持できるための  

環境づくりに加えて、ドナーコーディネート期間の短縮に全力を傾けていかなければな  

らない。  

5つの検討課題  

（1）骨髄採取施設の負担軽減  

（2）調整医師の位置づけ  

（3）ドナーコーディネーターのあり方とよりきめ細かいコーディネートの実施  

（4）末梢血幹細胞移植への取り組み  

（5）患者コーディネートルールの改善  

2）各課題に対する提言  

（1）骨髄採取施設の負担軽減   

（課 題）  

骨髄移植を医師の側から見た場合、骨髄採取においてドナーの方々が健康人であること  

から採取する医師の精神的負担が大きいにもかかわらず、診療報酬など施設側のメリッ  

トが少ないため、採取する医師が十分に評価されない点が問題となる。なお、構造的な  

問題として、血液内科［束師自体の不足の問題もある。骨髄採取施設の拠点化については、  

（一）血液内科の集約化の困難性、（二）ドナーの利便性の問題、（三）骨髄採取医師  

の過大7よ精神的負荷の可能性、の点から難しいと考えられる。   

（提 言）  
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（D診療報酬面での評価の向上  

・骨髄採取施設において、骨髄採取に従事している医師の負荷が大きい現状を改善す  

るため、診療幸脚トl面で骨髄採取を適切に位置づけて評価されることが必要である。  

・移植及び採取全般に関するコーディネートを担当する「院内コーディネーター」の  

活動について、診療報酬面で評価されることが望ましい。  

②骨髄採取数の拡大等  

・既存の骨髄採取施設への採取拡大へ向けた地道な働きかけや、何らかの骨髄採取施設  

へのインセンティブを考えた仕組みの可能性の検討が必要である。  

（2）調整医師の位置づけ   

（課 題）  

現状として、地域によっては確認検査等を調整医師にスムーズに受入れてもらえない  

状況がある。その背景には、血液内科医師自体の不足のほか、調整医師活動が施設の本  

来業務でないため、それを担当する医師が肩身の狭い思いをしながら業務を行なってい  

る場合もあることが認められる。   

（提 言）  

（D調整医師活動の本来業務としての位置づけ促進  

・調整医師活動を施設の本来業務と位置づけていくとともに、診療報酬面でも評価さ  

れることが望まれる。  

②調整医師の増員等  

・血液内科医師へ調整医師活動への参入を働きかけることや、認定資格の設定等による  

インセンティブを考えた仕組みを検討する必要がある。  

（3）ドナーコーディネーターのあり方と財団事務局の体制   

（課 題）  

コーディネート件数の増加に伴い、コーディネーターの確保とその処遇改善による定  

着促進、コーディネーターの資質とスキル向上のための効果的な研修体制の整備が求め  

られる。また。現状で専任と一般の2つの区分があるコーディネーター制度の一本化や  

地区事務局の体制整備が必要となっている。   

（提 言）  

（Dコーディネーターの確保と処遇改善  

・コーディネーター確保と、業務に相応しい処遇に努める必要がある。  

②指導研修体制の充実  

・コーディネーターは全国各地に配置されていることから、各地区事務局内において、  

ドナーコーディネー ト部の指導研修チームと連携してコーディネーターの指導育成  

やコーディネーターの相談に対応する「スーパーバイザー」（仮称）を－一一般あるい  

は専任コーディネーターから適格者を選出する等の方法により新たに設置し、指導  

研修体制の充実を図るべきである。  

③コーディネーターの一本化  

・相互の役割が不明確となっている一般コーディネーターと専任コーディネーターの  

区分については、現状としての専任コーディネーターの業務が、一一般コーディネー  

ターと差異が認められないことや、件数に応じた公平な処遇を確保する必要がある  

ことから、将来的に一一本化していくことが望ましい。  

④きめ細かいコーディネートを行うための地区事務局における体制整備  
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・地区や二柳［］州のコーディネートを統指し、コーディネート♂）進行管理を行う「地区  

コし一ディネートマネージャー」（仮称）を設置することに上り、地区事務局の体制  

を再構築する必要がある、更に、ドナー〝）利便卜′土三の観ノ∴（から、卜曜Hの確認検査に  

ついて≠，‘患旋の検討を行うべきと考えろ′、   

（4）末梢血幹細胞移植への取り組み   

（課 題）  

現れわが同では、1）LうSCT（末梢血部潮1胞移柚）は血縁／和郎）移植のみが実施され  

ている。 

（提 言）  

・1〕【うSCTは、既にほとんどのl可で非【rlL縁者間においても取り入れられているとこ  

ろであり、治療成績の「ん＝二とドナーの安合性を確保し／つノニ、わが国においてもでき  

るだけり一期に導入することが望まれる1財団としては、同をはじめとする関係機関  

叫命言、上に卜分留昔し、それらと連携を取って、検討の進捗に応じ、速やかに必要な  

対応ができるようにしていく必要がある 

（5）患者コーディネートルールの改善   

（課 題）  

患者‾さんには、インフォームドコンセントの卜、そのt体的意思で白己の治療を選択で  

きることが必要であるが、患首コーディネーートルールはそのような体制になっていない〔   

（提 言）  

①「移植調整マネージャー」（仮称）の養成  

・財卜机こ、各ノムポ‘さんのコーディネート進行状況を常に把淋し、個別のコーディネート  

についてi三治Lウシ＼必要尤情裾提供を迅速に行い、各施設やドナーコーディネート部、  

地区事務局と調整していくための「移植調整マネージャー」（仮称）を設置する必  

要がある 

②患者さんのニーズにあったコーディネートについての検討  

A．巨利寺コーディネートドナー放の制限の呪正二し  

・ドナー候補者の「司＝キ遊子ーせ‖J瀧としている「5人件」を、初期コーディネートの段  

階で10人にすることを検討すべきである。  

Ⅰう．姑終同意叫湖畔昭」二実施  

・患者さんぴ）希望に拭づき、複数ドナー （2ダ．の想定）の最終川意を同時に確認でき  

ることについて検討すべきである∩  

3．普及広報のあり方   

1）財団広報活動の現状と課題  

公共広告機構のキャンヘーンが、I（成20イド6月で一日耕する見込みであるが、－Rむ「1・く再  

開がなされるよう強く働きかけていく必要があるr、また、ボランティアぴ）ノナ々とともに地域  

に根ざしたきめの細かい普及広報清動に 僧取り組んでいく必要がある 

4つの検討課題  

（1）普及広報の展開んはについて（社会への普及広報のあり方を含む）  
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（2）ドナー登録の体制について  

（3）ドナー登録者のリテンション  

（4）募金について  

2）各課題に対する提言  

（1）普及広報の展開方法について   

（課 題）  

骨髄バンク活動はマスメディアを使った大規模な広報活動から地域に根ざした広報活  

動まで、幅広い広報活動が必要である。一般社会の骨髄バンクへの認知の向上と、理解  

の深化に努めていく必要がある。   

（提 言）  

①「広報推進委員会」（仮称）の設置  

・専門的な立場から検討を行い、助言や指導を行うことができる、広報や骨髄バンク  

関係の有識者による「広報推進委員会」（仮称）を財団の諮問委員会として設置す  

ることを検討すべきである。  

②骨髄バンク推進全国大会のあり方の見直し  

・広く一般の方への広報の場としていくとともに、開催地についても全国各地を対象と  

していくべきである。そのための企画運営体制も工夫していく必要がある。  

③その他の施策について  

・映像資材等の作成と蓄積を図り、広く一般に利用を可能とするべく、これを公開形式  

でライブラリー化すべきである。  

・義務教育、高校等に対して「出前授業」のような活動により、青少年に対する広幸酎吉  

動を強化する必要がある。更に、地域のボランティア団体等との連携により、草の  

根レベルでの普及広報活動に努める必要がある。  

（2）ドナー登録の体制について   

（課 題）  

登録会の実施状況は地域により大きく異なるが、登録会を円滑に実施するには、行政、  

ボランティア、日赤、財団といった関係者がそれぞれの地域単位で有機的な連携を築く  

ことが必要である。   

（提 言）  

①「連絡推進協議会」の再構築  

・都道府県単位で設置された「連絡推進協議会」を活性化、又は再構築する必要がある。  

②献血事業との連携強化  

・献血会場でのドナーリクルートは非常に効果的であり、さらに連携と調整を促進して  

いく必要がある。  

③地区普及広報委員、説明員活動の向上等  

・ドナー登録会の開催運営の中心となって活動してきており、今後、研修の充実等  

の環境づくりに努めていかなければならない。   

（3）ドナー登録者のリテンション（提供意思の維持）   

（課 題）  

患者さんとHLAがマッチングするドナーの方は多い（約94％）が、最終的に移植に  

至る患者さんは6割弱となっている。ドナーの方のリテンションにむけた対策の充実が  
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必要である 

（提 言）  

ドナーの方に起因する中止のうち「健康上の理由」については、ドナー適格性について  

の情報をより適切にドナーの方々に伝える努ノ」が必要である。「都合つかず」について  

は、就業先へ骨髄提供への理解を求める活動（ドナー休暇制度の導入、有給休暇の取得  

等）の強化と、家族や親族の方への理解と協力を求める活動の充実が重要である。又、  

「連絡取れず」や「本人の不安や迷い」へも適切な対応が必要である。  

（4）募金について   

（課 題）  

財団活動の重要な収入源である募金を安定的なものとすることが必要である。   

（提 言）  

賛助会f1の拡大を図るほか、イベントへの企業協賛等の働きかけに努めていく必要があ  

る 

4．結 び  

（1）財団の運営について  

・効率的に継続惟を持って運営をしていくとともに、さい帯血バンクとの業務連携のあり  

方について検討する必要がある。  

（2）患者負担金の軽減について  

・未だ移植患者平均で25万一lほ弓となっている患者負担金の軽減に、今後とも努めていか  

なければならない。  

（3）公益法人制度改革二に際して  

・新公益法人制度Fにおいて「公益財団法人」として使命を果たすべく、対応していかな  

ければならない。二  
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1．「将来展望に関する検討会議」設置の経緯と目的   

本会議は、年間移植件数が900件を超え、イJ▲効ドナー登録者数（注）が平成19隼度中に30   

力■人を達成する見込みとなっている現卜の状況を踏まえ、年間移植件数が1，000件を超える  

状況におい ても安定的に骨髄液を仲介できる体制や有効ドナー登録者がこう0九人を達成した後   

のドナープールのあり方等、骨髄バンク事業の将来のあるべき姿とその実現に向けて骨髄バ  

ンクとして取り組むべき課題等について審議を行い、財団法人骨髄移植推進財団（以卜「財   

団」という′1）押事艮へ答申を了」二うことを目的に、財団常任理事会のワーキンググループと  

して設置された。  

（注）有効ドナー登録者数：骨髄バンクに登録された累計の登録者▲数から年齢が上限を超えた  

ことなどの二哩由により取り消しをされた登録者数を除した数である 

2．検討テーマ   

骨髄バンクとして近い将来を展望したときに、取り組むべき課題として次の2つのテーマ  

をとりあげることとした〔 

①有効ドナー登録者：iO万人達成後のドナープールのあり方   

②安定的な骨髄液仲介とコーディネート期間の短縮について  

3．中間答申の内容について   

平成19年度上半期にも有効ドナー登録者数が目標の30万人に到達する見込みであり、目標   

達成後の方向惟について早期に決定する必要があることから、本会議が検討を付託された事項   

のうち、「ドナー登録者30万人達成後のドナ・一プールのあり方」については、平成18年10  

月29日から5回の審議を経て、平成19年3月に中間答申を行うこととした 

4．ドナープールのあり方についての論点   

本会議では、今後のドナープールについての課題として、以卜の4点に論点を絞って検討を  

行った 

①有効ドナー驚録者30万人達成後の目標設凪こついて  

②リタイピングについて   

③同一ドナーが頻回にコーディネートに上がってくることについて   

④ドナー登録時におけるHLA－C座検査の導入の可否について  
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5．各課題に対する検討内容と提言  

（1）有効ドナー登録者30万人達成後の目標設定について  

（有効ドナー登録者30万人の目標達成）  

骨髄バンクは設立時に有効ドナー登録者の目標として10万人を掲げ、その10万人が達成   

された平成10年からは、9割以上の患者に抗原レベルで1名以上のフルマッチドナーが見   

つかるために必要な30万人を新たな目標として、普及啓発、ドナー募集活動の取組みを行   

ってきた。その結果、平成19年2月末現在の有効ドナー登録者数は274，626名（累計登録   

者数は346，343名）となり、現在のペースで行けば平成19年度中に30万人を達成するこ   

とは確実な状況となっている。  

しかしながら、患者側やドナー側の様々な理由によってコーディネートを最後まで進めら   

れないケースも多く、約半数の患者が移植を受けられない状況にあることを考慮r「ると、   

有効なドナー登録者数が30万人では不足であるといわざるを得ない。  

（目標設定の考え方）   

有効ドナー登録者30万人達成後の目標設定については、大きく分けると次の3つの考え  

方がある。   

①骨髄バンクとして普及啓発・ドナー募集活動を行うにあたって、ドナープール全体の規  

模について具体的な登録者数の数値目標を設定するという考え方   

②ドナープール全体の規模を目標とせず、年間の目標を設定するという考え方   

③具体的な数値ではなく、一人でも多くのドナーに登録していただくことが目標となる、  

との考え方  

（それぞれの目標設定の考え方の問題点）   

上記の各目標を設定した場合、以下のような問題が想定される。   

①の目標：10万人の目標を達成したから30万人、30万人を達成したから次の目標という  

ように順次上方設定を繰り返せば、有効ドナー登録者数の目標自体の信頼性が問われる  

ことになる。   

①・②の目標：地方自治体ごとに数値目標を設定すると、目標を達成した都道府県で活動  
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が鈍くなるといった卦象も 一部では発生しており、数値里標の達り如こより、活動のモチ  

ベーションが低卜する懸念がある 

③の目標：具体的な数値r］標をホさないと、骨髄バンクとしてのドナー募集を行うにあた  

って励みになるものがなく、括動尖績の評価もl木】難である、ノ   

（提 言）  

本検討会では、有効ドナー登録者30万人達成後げ）目標設定に関して、【二記に述べた3   

つの考えノバこついて、 その理論的な整合卜生や施策としてのメリット、デメリットの検討を   

行なうとともに、実際にドナー募集活動を行うボランティアの意見をお聞きするためにア  

ンケート調査を実施したし「  

ニれまでの本会議での議論経過やアンケート調査の結果を踏まえ、ニミ0ノノ人達成後の目   

標について、一人でも多くの患者さんに適合者‾が見つかるために一人でも多くの有効ド   

ナー登録者を、という骨髄バンクの原ノ【まに、一／二ち返り、社会に対して「一人でも多くの有  

効ドナ・一登録者を」との訴えを行なうことが屯要であると考えるrJ  

ただ」、 数情R標を設定しない場合は、具体的な数字がなくなることで、募集活動の実  

績評価や活動「1休に対するモチベーショ ンの維持が困難になるなどの問題が発生するこ  

とが懸念されることから、数値目標を設定 しないこととした背競等について、ドナー募   

集活動を行うボランティアを初めとする関係者が充分に納得できるように説明を行なう  

必要がある．  

また、現子」二、ニう0 力▲人達成に「和ナて都道府県別の達成率を公表しており、本来であれば  

30万人を達成した時点でこの達成ヰは存托しないことになるが、例えば、ドナー登録対  

象隼齢人＝に対する登録者の割合の′臭績を公表すること等について、検討を行うべきと  

考える 

（2）リタイピングについて（注1）   

（問題提起二）  

ドナー致録時坑ⅧM検査の方法が、平成17年3月から血晴を調べる方法からD＼Aレベル  

（注2）まで調べる方法に変吏された。これによってドナープールには2桁の血清データを  

保有するドナーと4柘二のDNAデータを保有するドナーが存在することとなった。  

現在、有効ドナー登録者約27ノノ人のうち、9ノ」‾人強が4桁のl）NAデータを保有し、18ノノ  

人弱が2桁データの保有者となっている。 一方、患者の確認検査は1）NA レベル圭で調べる  

方法であることから、∠4ヰ榊）0＼Aデータを保有するドナーが優先的に検索され、2桁の血清  
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データを保有するドナーはドナープールに埋もれているのではないかとの問題提起がなさ   

れた。  

注1）リタイピングとは、2桁ドナーに対して検査を実施し、4桁データを保有するよう  

にすることである。  

現行では、コーディネートに上がり、確認検査に進んだ2桁ドナーに対して、蛍光  

ビーズ法による検査を実施し、4桁のデータを保有するようにしている。ちなみに  

平成18年度のリタイピングの件数は約3，500人程度の見込である。  

ノ仮に、現在の2桁ドナーを全て4桁ドナーにするために、登録者を呼び出してリタ  

イピングを行うとなると、多額の費用が必要となる。  

注2）ドナー登録時検査は蛍光ビーズ法で実施されており、検査結果はNMDPコードで  

表示される。したがって、ここでいうDNAレベルとは高頻度アリルを指している。  

（ドナー検索の仕組み）  

ドナーをコーディネートに上げるための検索の仕組みは、3座6抗原のフルマッチ適合者   

を検索し、さらに4桁（NMDPコード）でフルマッチのドナーが優先されてリストアップさ   

れる。  

（コーディネートの実態）  

平成17年度のコーディネートの状況を調査した結果、平成17年度の全適合者20，027名  

のうち2桁ドナーは15，805人（79％）、4桁ドナーは4，222名（約21％）であった。全適  

合者のうち確認検査に進んだドナーは5，432名であり、その内訳は、2桁ドナー3，590名   

（66％）、4桁ドナー1，842名（34％）であった。  

最終的に骨髄採取に至ったドナーは、936名であり、その内訳は2桁ドナー715孝一   

（76％）、4桁ドナー221孝一（24％）であった。   

以上のコーディネートの実態から、現状では2桁ドナーもコーディネートに上がっており、   

決して埋もれているという実態ではないことが確認された。ただし、今後さらに4桁ドナ  

ーの割合が増加した場合にコーディネートの状況がどのように変化するのかについては、  

注視する必要があると考える。  

（提 言）  
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ドナープールにおける4桁ドナーの割合が増加することは蚕要であるが、2桁ドナーが埠  

もれているとは言えないコーディネートの実態、および限られた経費の効率的な利用とい  

う観ノ．1天からリタイピングに要する経費を考慮すれば、現時点において現行のリタイピング  

のスキーJLに、新たなスキームを加える必要性は薄いと考えられる。   

ただし、検査費用の大幅な低卜等の状況変化が生じた場合は、再度検討を行うことも必要  

と考える。   

一方で、今回のようにコーディネートに関する意見が出された場合、ドナーを初めとする  

関係者へ事実に基づいた正しい情報提供を迅速に行い、誤舟引こ基づく混乱を回避すること  

が重要であると考える 

（3）同一ドナーが頻回にコーディネートに上がってくることについて  

（問題提起）  

コーディネートを終了したドナーが、短期間で再度コーディネー トにLがってくる事象が   

あり、一部のドナーからどうして短期間で何度も選ばれるのかという意見がHている。  

（実 態）   

ドナー候補者としてコーディネートに上がると、ドナーの理由で中止になった場合、原則  

1年間は保留状態になり適合検索の対象にはならないが、患者の理由によって中止となった  

場合は、ドナーに対し保留にするかどうかを確認し、保軌こしない場合は継続して適合検  

索の対象となる。   

理論的には、コーディネートに上がるドナーーは、もともと優先順位のポイントが高いこと  

から、r首＝ニタイプのHuで適合検索を行えば、常に上位にリストアップされ、短期間で再  

度コーディネートに上がってくる可能性は高い。平成17年度の実績では、1年に複数回コ  

ーディネーートにLがったドナーは、526幸一（5回l名、3回31名、2回494名）となっており、  

期間中の令コーディネート開始人数18，853名の2．7％であった。   

実際にドナーと対応する財団担当者の感触では、多くのドナーは、再度コーディネートに  

上がることについて多少の抵抗感はあるものの、快くコーディネートに応じていただいて  

いる。〕しかし、採取まで行かず途中で中止になり、また短期間でコーディネートにt二がる  

ということが繰り返され、物理的に時間が取られることによって無駄なことを繰り返して  

いると感じ、それを訴えるドナーはいる。また、初期行程で終7した場合は終了連絡が文  

書だけであり、電話等による挨拶がないことに不満を持っドナーもいる。   

一方、コーディネートの観点から見ると、前回の終／時より6ケ月以内に再度コーディネ  
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ートに上がったドナー（注3）については、初期の問診や確認検査等がスキップされ最終同  

意確認からスタートできるなど、コーディネート期間の短縮というメリットがある。  

注3）前回コーディネートで確認検査まで進み、なおかつHLA4桁データを有しており、  

健康上に問題がなく、本人の了解が得られれば、最終同意確認からスタート可能  

なドナーをいう。  

（提 言）   

本来ドナー登録者は患者救命の意思を持って登録をしており、この問題において表れる不  

満も、多くは自分の行為が無駄に終わっているという感覚から出ているものと思われる。   

したがって重要なことは、有効ドナー登録者に多くの候補者がいて初めて1件の移植が  

成立するという実態を知ってもらい、納得してもらうことであると思われる。   

同一ドナーが頻回にコーディネートに上がってくることを防止し、6ケ月以内に再度コー  

ディネートに上がったドナーを活かすためには、同一順位のドナーが複数いた場合は、過  

去のコーディネート履歴によって同一順位の後位にリストアップされるよう検索システム  

上の対応の検討が必要である。なお、この検討にあたっては限られた財源とマンパワーを  

有効に活用するという観点も踏まえて実施する。また、頻回にコーディネートに上がって  

くることに対するドナーの不満を解消するためには、ドナー候補者に対するコーディネー  

トの充分な説明と意思確認の充実・強化で対応することも重要である。  

（4）ドナー登録時におけるHLA－C座検査の導入の可否について  

（ドナー登録におけるC座検査導入の必要性）  

現在、ドナー登録時にはA、B、DR座の3座の検査を行っているが、平成18年1月、   

厚生労働科学研究ヒトゲノム再生医療等研究事業の研究班から、C座の適合、不適合によ   

って移植後の生存率に差が見られるとの報告が行われた。  

この結果を受けて、財団のHLA委員会において検討を進め、平成18年7月にドナー登録   

時にC座検査を実施すべきとの答申が提出された。  

（C座検査の現状）   

現状でもC座検査はコーディネートの中でSBT法によるオプション検査として実施されて  

いる。その実施率は患者の場合、確認検査実施数の53％、ドナーの場合、確認検査実施数  

の12％となっている。 （平成18年3月1日～8月31日実績値）  

30   



※ドナーの場合、確認検査実施数〝）13一抹でオプション検査が実施され、そのうちの91％  

で〔ニ仲検査が尖施されているし 

（ドナー登録時におけるC座検査実施のメリット）   

じ座検査をドナー登錬日、Ifに行うことによって、ドナーがC倖のデータを保有することにな   

り、検索リストの段階で、より適切なドナーーを選択することが可能となり、コーディネー   

ト期間の短縮に繋がる〔 

（ドナー登録時におけるC座検査導入の留意点）   

ドナー登録時〝）C座検査を導入した場合、ドナープールにC座データを保有するドナーが  

脚力1ける。検索システム上は、C便通合であればC仲デーータを保有‘するドナーが優先的に   

コーディネトに上がり、保イJ▲しないドナーがトイ揖こなるため、2桁ドナー、′1桁ドナーと   

同様に、過去の登録署に対するC厘のリタイピングの問題が発生する。  

リタイピングにあた／⊃ては、多額の費川が必要となる「  

（C座検査実施に当たっての方法論）  

①新規ドナー徴録時に実施：牛間3万ダー柑如）C座データ保有者がドナープールに加わる。  

費用は大  

②全登録者にリタイピングを実施：効果は最も大きいが、費用も最大  

③ドナー確認検査時に実施：1言亥確認検査に係る患者にとっては有意義  

（現在、オプション検査として実施）  

（提 言）  

ドナープール全体がC庵データを保有するために、新規ドナー登録者、および既存ドナー   

登録者に対してC雌検査を′実施することは望ましいが、多軸の費用が発生する。一方、ド   

ナー確認検査時にC庵検在を尖施することにより、少なくともそのコーディネートにおけ   

る患者のC厘適合を確保することが可能となるこニ ドナープール全体へのC座検査実施につ   

いては、今後、導人の方法や財源の問題を含め、引き続き検討を行っていく。  
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国内ドナーとのコーディネート  
（国内の患者）  

57つ。  

56㌔  

ナ▲  
・ ・移植黍  

54㌔ ニ  患者登校  

トナアンケト送付件数  
トナ  アンケト受Ⅰ望件数  

531 線 コ ディネト間姫鱒致  
≡  他区間始  

2E DO〔  

2C〔＝〕〔  

15000  

1D〔＝〕0  トナ確抜検査実施穀  
1絶間慧実施数  

姉前腱鯨実雉トナ敵  
採取  
稽∴帽  

件数  件数  件数  赦  数  患者登  ドナーアン  ドナーアン  コーデイ  地区開始  ドナー確認  五徳同意  術前健診  採取  移植  移植  参考    録  ケート送付  ケート受理  ネート開始    検査実施  実施叡  実施ドナー      率  移植                          鱒外ド   
年度  13二Z8  132（】1  12t∃a2  1157〔）  7109  4713  896  已20  716  731  55㌔  15   
≡年J署  132〔i  128g2  120コ3  114（〕9  6543  4244  811   773  699  713  5‘l㌔  】4   
弓年度  136（】  †4752  T366T  13143  7116  46g3  903  8†8  706  711  52㌔  5   
ト年度  †500  16912  15210  15152  7520  4954  991  947  832  83‘l  56％  2   
i年僅  1581  18785  17249  T6843  8438  5315  1087  1007  887  8g4  57㌔  a   
i年厚  16日8  ＝）8巳9  18271  18200  8608  5325  1192  ＝コ85  944  952  56㌔  日   
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